
－ 1 －

令和４年２月１日環境生活委員会 開催状況

開催年月日 令和４年２月１日（火）

質 問 者 民主・道民連合 高橋 亨 委員

答 弁 者 環境生活部長 森 隆司

環境局長 土肥 浩己

環境保全担当課長 中尾 睦子

質 問 要 旨 答 弁 要 旨

一 道内に埋設されている「枯れ葉剤」について

1965年から1975年にかけてベトナム戦争が行われまし

て、そのときに、米軍が枯れ葉剤を使用したということか

ら、枯れ葉剤の人体における悪影響について大きな問題と

なったということがありました。

今のベトナムでも、300万人の方々が枯れ葉剤の影響で

体に何らかの支障、15万人の子どもたちが先天性欠損を抱

え、100万人の方々がその病気に苦しんでいるという状況

があるわけでございまして、この枯れ葉剤の原料である｢2，

4，5－T（トリクロロフェノキシ酢酸）剤」が1967年から

福岡県大牟田市の三井東圧化学で作られ、これが米軍の方

へそのほとんどが輸出されており、米軍が71年に枯れ葉剤

の使用を禁止した段階で輸出ができなくなり、そして、残

されていた枯れ葉剤が全国に埋設されたということでござ

います。

その埋設箇所が、北海道にもあるということで、この間、

幾度か報道等で取りあげられて来ましたけれども、その都

度、国の方は処理をするために検討をしているということ

で逃れてきたようでございますけれども、一向に処理がさ

れていない状況が続いている訳でございます。

北海道もそのような状況ということで、今私が知ってい

る限りでは、夕張市、遠軽町、音更町、清水町、標茶町、

本別町に埋設されているということでございます。

埋設しているのが国有林内ということで、担当は林野庁

ということになりますが、ダイオキシンが含まれた枯れ葉

剤ですから、道民の環境生活を守る環境生活部としては、

関心をもって対応していくことは、本来の業務ではないか

と思っています。

（一）埋設事実の受け止めについて （環境局長）

そこでお聞きをしたいのですけれども、「ダイオキシン 除草剤の埋設についてでありますが、全国の国有林では、

類対策特別措置法」を所管している訳ですが、その第１条 造林木の生育を阻害するかん木、つる等を除去するため、

には『この法律は、ダイオキシン類が人の生命及び健康に ダイオキシンを含む除草剤が使用されておりましたが、そ

重大な影響を与えるおそれがある物質であることに鑑み、 の後の使用禁止措置に伴い、国は、除草剤の在庫について、

ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等を 道内では、昭和48年の夏までに、夕張市や遠軽町などの国

するため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基 有林内の7カ所において、埋設による処理を実施したもの

準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等 と承知しております。

を定めることにより、国民の健康の保護を図ることを目的 道といたしましては、本件につきましては、埋設者であ

とする。』となっていますが、道内に埋設処理されていた る北海道森林管理局において適正に管理されるべきものと

事実をどのように受け止められているのか、また、北海道 考えておりますが、ダイオキシン類は、人の生命や健康に

内に埋設された時期についてもお伺いしたいと思います。 重大な影響を与えるおそれがある物質であることから、道

民の安全・安心の確保の観点に立って、より一層適切な管

理に努める必要があるものと認識しているところでござい

ます。

「ダイオキシン類対策特別措置法」の第１条にあるのは、

「汚染の防止及び除去」が基本であるということでござい

ます。保管が本来の目的ではない訳でありまして、適正に

管理されるべきだということは、法の趣旨に沿った答弁で

はないと思うわけでして、改めて具体的な埋設場所につい

てお聞きしたいと思います。
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質 問 要 旨 答 弁 要 旨

（二）具体的な埋設場所について （環境保全担当課長）

埋設した市や町につきましては、先ほどお伝えしました 埋設場所についてでありますが、北海道森林管理局によ

けれども、それぞれの市や町の国有林のどの場所に埋めら りますと、現在、埋設されている場所は、夕張市沼ノ沢担

れているのか把握しているかについて、お伺いしたいと思 当区、遠軽町瀬戸瀬担当区、音更町芽室担当区、清水町清

います。 水担当区、標茶町標茶担当区、本別町足寄担当区、と聞い

ております。

なお、具体的な場所については、保全管理に影響が生じ

るおそれがあることから、公表されていないものと承知し

ております。

具体的な場所について公表されないことは保全管理とい

う観点から当然と考えるわけですけれども、国有林内は立

入禁止区域ばかりではございませんし、様々な方々が入る

可能性はあると思います。それで場所を教えないのは逆に

危険な状況にさらしてしまうことになるのではないかと思

いますので、本来であればきちんとどの場所にありますよ

とうたって、今の段階では管理するしかないのかもしれま

せんがきちんとしておくべきところであって、道の方もこ

のことは十分把握していなければならないと思います。

（三）埋設の量なとについて （環境保全担当課長）

それぞれの地区にどれぐらいの量が埋設されているかお 埋設した除草剤の量などについてでありますが、国から

聞きしたいと思います。 は、埋設した場所と数量にきましては、当時の夕張営林署

管内で粒剤６００キログラム、遠軽営林署管内で粒剤９０

キログラム、広尾営林署管内で乳剤２０リットル、帯広営

林署管内二町で乳剤１リットル、釧路営林署管内で粒剤9

キログラム、足寄営林署管内で乳剤０.５リットル、合計

では粒剤が６９９キログラム、乳剤が２１．５リットルと

聞いております。

また、その方法につきましては、昭和４６年の林野庁長

官の通達に基づき、原則として、１カ所あたり３００キロ

グラム以内の薬剤をセメント、水及び土壌と練り合わせた

コンクリートの塊として、埋めた後の覆土部分の深さが１

メートル以上となるよう穴を掘り、底にビニールを敷いた

上に埋設することとされており、これらのうち３カ所につ

いては、その後通達と異なる埋設が行われたことが判明し

たことから、昭和５９年にコンクリート打設による密封等

の措置を行ったほか、全ての箇所について立入や土壌かく

乱行為の禁止などの措置を行ったと承知しているところで

す。

まずこの箇所について、土壌かく乱行為の禁止措置を行

ったとお話をしておりますけれど、逆に言うと人が立ち入

る可能性があると暗にいっていることだと思います。当然

そういうことはあり得るでしょう。もう一つは今お話しさ

れた６カ所の内３カ所については適正な処理がされていな

くて、さらに掘って出してまた埋め戻した適正な形でとい

うことでございますけれども、残りの３カ所はどういうふ

うになっているのか。もうすでに埋設してから５０年が経

過しているわけです。ビニールを底に敷いてといってもこ

れは劣化してまいります。コンクリートも５０年経てば劣

化をしてくる。ましてや地中に埋めている、微生物やさら

に湿気などもある。そういうことも含めて必ずしも適切な

対応をしているとは受け止められないのですが、そうなっ

てくるとそこから漏れ出すということが気になるわけです

が、埋設したところの近くに水源があるのかどうかお聞き

します。
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（四）水源との関係について （環境保全担当課長）

北海道は網の目のように小さな河川があり、湧き水も出 水源との関係についてでありますが、北海道森林管理局

ているということでございますから、それが水源になると によりますと、こうした埋設にあたっては、飲料水の水源

いうことでございます。これらの場所と埋設場所の関係に や、民家、歩道、沢筋等から離れた場所や粘土質の場所を

ついてお聞きしたいと思います。 選定し、地下水の湧出する場所は避けることなどとしてお

りまして、道内の埋設場所の近くに河川等の水源はないも

のと聞いております。

なお、それぞれの埋設場所と水源との距離については、

森林管理局に確認中です。

（五）埋設地と自然災害について （環境保全担当課長）

近年の異常気象や自然災害は、私たちの予想を遙かに超 北海道森林管理局によると、これまで、定期的な点検を

えた規模と場所で起こり、今までの常識からは、この場所 実施するなど保全管理を行っており、これらの埋設場所に

が安全であると言うことはあり得ません。どのような形で おいては、これまでに大雨や地震等の自然災害による影響

安定していると判断したのか伺います。 を受けたことはないと聞いております。

河川から離れており、近くに水源がないような場所を選

定したのだとは思いますが、様々な自然災害などによって

危険性が生じる場合もあることから、こういった点も含め

て安全な場所なのでしょうか。

（再） （環境保全担当課長）

保全管理を行っているということですが、どのような保 保全管理についてですが、北海道森林管理局では、春と

全管理を行っているのでしょうか。 秋の年２回定期点検を実施し、現地において目視により標

識、囲いの設置や被覆箇所の状況のほか土石の採取など土

壌のかく乱の状況などの確認を行っており、また周辺環境

として水源や宅地の有無などについて確認も行っているも

のと承知しているところでございます。
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（六）漏れ出した事実について （環境保全担当課長）

埋めてから１ｍほど土を被せているとのことだったの 埋設されている除草剤についてでありますが、２，４，

で、なんともないのであれば目視では何がどうなっている ５－Ｔ系除草剤は、昭和４６年１１月の林野庁長官の通達

のかよくわからないと思います。土壌の調査を行うのであ に基づき、全国５４カ所の国有林内において埋設処理され

れば調査の資料をお持ちだとは思うが、道でも把握してい たが、林野庁によると、５９年に、再調査が行われたとこ

るのでしょうか。目視での確認が保全管理にあたるのでし ろ、このうちの２９カ所において通達どおりの処理が行わ

ょうか。 れていなかったことが判明し、それらのうち７カ所では、

今までですね、極端にいうと、高知県、愛媛県では埋め 土壌に漏れていた事例があったと聞いております。

たてたところからダイオキシンが漏れ出して、これは国の こうした７箇所については、国において、除草剤が漏れ

環境基準の100倍以上ということが明らかにされているわ 出した土壌を含めて掘り起こし、その土壌をコンクリート

けです。したがって、目視だけではなかなか把握できない 槽に密閉の上、再び埋設、又は、倉庫に保管したものと承

というふうに思っていますが、そのことについて認識され 知しています。

ているかお伺いいたします。

先程もお話ししましたけども、適切な管理がされていな

い箇所が明らかになっているところがかなり多くあったと

いうことですし、北海道内においても、半分が適切な対応

が出来ていなかった、管理がされていなかったということ

です。

更に今も話を聞いていると、７カ所で土壌に漏れていた

ということですから、漏れるんですね。漏れるんです。そ

のままにずっとしておいていたということなんです。この

５０年もの間、そのままにしていたということです。やっ

ぱり自然の中ですから、様々なことが起こりうるわけです

よね。フェンスを建ててほつれた後は、腐食もしてくるか

もわかりません。それは目視の時に直せるかもしれません

けど、いずれにしてもですね、例えば、小動物が穴を掘っ

て入ってしまったり、熊が冬眠のための穴を掘ったりする

こともある。それに対しては、ご存じのとおり植生に対し

て影響も出てくることもあろうかと思いますから、このま

まにしておくわけにはいかないわけでございます。
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（七）国との協議について （環境保全担当課長）

そこで埋める時にですね、当然、国は勝手に国有林に埋 国との協議についてでありますが、除草剤の埋設に係る

めたということはないと思いますので、先程挙げた地方自 当時の交渉記録等については、道や北海道森林管理局に残

治体と道とどのような協議がなされたのか。もし、その協 っていないため、詳細は不明であるりますが、当時の営林

議の過程で承認に至ったのであれば、それを改めてお示し 局では関係自治体に対し、その処理方法やこれまでの対応

いただきたい。 等について説明を行ったと聞いており、各自治体ともこう

した保管などに関する状況は把握しているものと考えてい

るところでございます。

（再） （環境局長）

今の答えですと、関係自治体には森林管理局が説明して 国との協議についてでございますが、北海道森林管理局

いたということですけれども、総括である道は、どのよう では、これまでも、関係自治体に対し処理方法やこれまで

な調査が必要かについて話をしたか、そして埋設について の対応などについて説明を行ってきたところでありまし

どういう条件があって、今後埋設されたものを将来的には て、道としては、その状況について、詳細を把握しており

どのように処理するか、道は掌握はしていたのでしょうか。 ませんが、こうした自治体らとの情報共有を図りながら、

互いに連携しながら、この本件に対して適切な管理を求め

てまいりたいと考えております。

家庭系のゴミや、事業系のゴミは、一般廃棄物ですから、

市町村の固有の仕事になりますけれども、産業廃棄物につ

いては、都道府県の担当となっています。この産業廃棄物

の定義に当てはまるかどうかはわかりません。 ただ、こ

の猛毒のダイオキシンを含んだ枯れ葉剤について、考えて

いけば、当然、特別管理廃棄物になってくるわけですし、

もっと厳しい対応を求められるものになってくる。だとす

れば、道が、それらのものについて、掌握していなかった

ということについては、いかがなものかという気がします。

当然のことながら、猛毒のダイオキシンを含んでいるとい

うことでございますし、先ほども申し上げたように、現在

もそのことに悩んでいる。このダイオキシンが消えること

はないのであります。アル・ゴア氏の『不都合な真実』で

すとか、レイチェルカーソンの『奪われし未来』ですとか、

これまでもずっとダイオキシンのことは言われ続けていた

ものでございます。これは、環境ホルモンと言われている

ものでございますけれども体内に危険性を及ぼす、がんに

もなりますし生殖にも影響が出てくるということでござい

ますから、それらの危険性のあるものについて、やはり道

としてきちっと詳細に捉えておくべきものと思っていま

す。

（八）今後の対応について （環境生活部長）

そしてこの間、５０年近くも、国に対して道は何も処理 除草剤に関しまして今後の対応についてでございます

に対して要望していなかったということは、問題があるの が、環境中への排出によりまして、人体や生態系に有害な

ではないかなと思います。先ほども申し上げましたけれど 影響を及ぼすおそれのある化学物質につきましては、環境

も、もちろんコンクリートももろくなってきますし、そこ 汚染を未然に防止し、住民の方々の安全・安心を確保する

から染み出ることもある、自然災害もいつ起こるかわから ため、適切に管理されることが何よりも重要と考えており

ない、２０２０年には熊本で埋設地の１ｋｍ先で崩れてい ます。

る、という状況があるなど、様々なことを考えると、早く 現在、道内の国有林内に埋設されている除草剤につきま

撤去してもらうというのが、道の立場だろうと思うわけで しては、これまで、国の責任において適切な保全管理に努

あります。この埋設者責任について、国は埋設者責任です めてきているものと承知しておりますが、国に対し､関係

ね、道はこの国に対して、どのように対応していくのか、 部などとも連携しながら適切な対応を求めてまいる考えで

お聞きします。 ございます。以上でございます。

部長の答弁にあったような、適切な対応を求めていくと

いうようなものではなくて、早く撤去する、ということを

国に申し入れしていただきたいと思います。さらには、で

きれば、期限を切って、撤去をするということも合わせて

申し入れしていただきたいと思います。また、これらの状

況、逐一ありましたら委員会へも報告していただきたいと

思います。


